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平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月末までにおける、中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組状況は次のとおりです。

当組合は地域密着型金融の重要な担い手として十分な役割と機能を果たすため、中小企業金融円滑化法が終了した現在においても、下記のとおり貸出条
件の変更等や円滑な資金供給に努めています。
◎ 中小企業者の既往の債務に係る貸付条件の変更等申し込み・相談への対応について

当組合に対して事業資金の貸付に係る債務を有する中小企業・小規模事業者のお客様が、受注減少や売上減少による減収などによりご返済が困難となった
場合には、各営業店の「ご返済等に関するご相談受付窓口」及び下記の当組合本部「お客様相談室」において、貸付条件の変更等のお申し込み・ご相談に
応じます。

［お客様相談室］
窓　　口：淡陽信用組合　業務推進部
電話番号：フリーダイヤル　0120−17−2616　（携帯電話からは0799−25−2616）
受付時間：午前9時～午後5時（土・日曜日、祝日及び当組合の休業日は除きます）

◎ 経営革新等支援機関としての支援について
当組合は、平成25年2月1日付で近畿経済産業局、近畿財務局より経営革新等支援機関の認定を受けており、認定支援機関としてお客様の経営改善計
画の策定支援等を通じて経営改善、事業再生への支援を行います。

◎ お客様への説明態勢の充実について
当組合は、お客様からの新規融資及び既往の債務に係る貸付条件の変更等に関するお申し込み・ご相談に対して迅速かつ誠実な対応に努めるととも
に、お客様とのこれまでの取引関係やお客様の理解・経験・資産の状況等に応じた適切かつ丁寧な説明に努めます。

◎ 地域金融円滑化への対応措置「貸付条件の変更等の実施状況」
貸付条件の変更等を行った中小企業・小規模事業者の状況等は次のとおりです。（平成30年3月末時点）

中小企業・小規模事業者の経営改善等に関する相談・指導等に対応するため、外部専門家や外部機関との連携、当組合職員のコンサルティング能力向上
等による態勢整備に努めています。なお、外部専門家や外部機関との連携状況、職員のコンサルティング能力向上のための研修の実施状況は次のとおり
です。

 ◎ 外部専門家・外部機関との連携状況
○ 兵庫県中小企業団体中央会（「しっかいや中央会」(外部専門家)）、公益財団法人ひょうご産業活性化センター（「兵庫県よろず支援拠点」（外部

専門家））との連携により、取引先の経営面や労働面に関して相談業務を通じた支援を行っています。
○経営革新等支援機関に認定された顧問税理士や中小企業再生支援協議会との連携により、取引先の経営改善支援を行っています。
◯ 兵庫県信用保証協会との連携による「経営サポート会議」の開催や他金融機関との連携によるバンクミーティングの開催・参加等により取引先の経

営改善支援を行っています。

◎ コンサルティング能力向上のための研修の実施状況（平成29年度）
○ 融資統括役席者等を対象にローカルベンチマークや事業性評価についての研修を実施しました。財務データや担保・保証に過度に依存することな

く、融資先企業の事業内容や成長可能性などを適切に評価のうえ、融資や助言を行い、企業や産業の成長支援に努めています。

当組合は取引先の創業、新規事業、事業拡大、経営改善、事業承継等に関して積極的な支援を行っています。なお、平成29年度における新規融資、経営改善支
援等の取組実績は次のとおりでした。
◎ 新規融資の取組状況

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組状況

地域密着型金融の取組状況

中小企業の経営支援に関する取組方針 

中小企業の経営支援に関する態勢整備

中小企業の経営支援に関する取組状況

（注） 件数・金額は中小企業金融円滑化法施行日（平成21年12月4日）以降、上記基準日までの累計です。また、件数は債権単位、金額は申込
み時点における債権金額です。

定　　　　　　義
平成29年度上期実績

企業及び個人に対する新規の貸出金
（住宅ローン、個人ローン含む）

平成29年度下期実績

（金額単位：百万円）

平成29年度通期実績

うち成長分野 医療・介護・エネルギー・農業・漁業

創業・開業・事業拡大・事業承継・
事業支援等を含む新規の運転設備資金

先数 金額 先数 金額 先数 金額

総 貸 出 金 ベ ース 1,678 17,444 1,727 17,890 2,836 35,334

中小企業・小規模事業者
向け貸出金ベース

742 14,076 649 14,122 1,085 28,198

14 639 19 392 31 1,031

項　　　　　　　　　　　　　　　目 件　数
10,372
10,228

62
4
78

140,854
139,429

597
364
464

金額（百万円）

うち、実行に係る貸付債権
うち、謝絶に係る貸付債権
うち、審査中の貸付債権
うち、取下げに係る貸付債権

貸付の条件の変更等の申込みを受けた貸付債権



中小企業再生支援協議会
顧問税理士
保証協会（経営サポート会議）

連携認定支援機関名 支援先数
8先
3先
34先

地域の活性化に関する取組状況
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◎　創業・新規事業開拓支援
新規独立開業や取引先企業の新分野進出に対する資金ニーズについて、従来のプロパー融資、政府系金融機関の代理貸付、地方自治体制度融資による対
応のほか、各種補助金制度の活用支援、㈱日本政策金融公庫・兵庫県信用保証協会・商工会・地方公共団体・公益財団法人ひょうご産業活性化センター等
との連携による支援に取り組んでいます。

【取組実績】
平成29年度における創業・新規事業開拓支援に関する貸出実績は20先の165百万円でした。

【取組事例】
太陽光発電事業に参入する取引先の設備資金需要に関連し、ABLの活用等により支援を行いました。

◎　成長段階における支援
当組合は取引先企業の成長段階における支援として、ビジネスマッチングによる販路獲得等の支援や営業店における取引先企業への継続的な訪問、コンサ
ルティング機能の提供等を通じて事業拡大のための支援を積極的に行っています。

【取組実績】
平成29年度における当組合取引先企業の成長支援に関する貸出実績は、48先の1,499百万円でした。

◎　成長基盤強化支援資金
当組合は、日本銀行による成長基盤強化に向けた貸出制度「成長基盤強化を支援するための資金供給」を活用し、日本銀行が成長基盤の対象としている19
分野に対して積極的な支援を行っています。

【取組実績】
平成29年度における成長基盤強化を支援するための資金供給実績は、48件の1,483百万円でした。

◎　経営改善・事業再生・業種転換等の支援
地域密着型金融機関として地域の中小企業の育成や健全化を推進するため、事業再生や改善が見込まれるお客様に対して経営改善計画策定のための支
援や計画の実現に向けた取り組みとして、外部認定支援機関（顧問税理士、保証協会、中小企業再生支援協議会等）との連携によりお客様の経営改善支
援に取り組んでいます。なお、貸出条件変更先等のお客様であっても償還能力の向上が見込まれる場合には、新規の信用供与も積極的に行っています。

【取組実績】
外部認定支援機関との連携による経営改善支援の取組状況（平成30年3月31日現在）

【ランクアップ先数】
平成29年度における経営改善支援先への積極的な支援の結果、ランクアップした先は16先でした。

◎　事業承継支援
当組合は中小企業・小規模事業者が抱えている事業承継に関する相続や後継者問題などの経営課題に対して積極的な支援を行っています。

【取組実績】
平成29年度における事業承継支援に関する貸出実績は、2先の9百万円でした。

◎　6次産業化ファンドへの出資
当組合は平成26年1月1日に（株）みなと銀行、（株）農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）、みなとキャピタル（株）と共同で農林漁業者等による6次産業
化を支援するファンドを設立しています。本ファンドは農林漁業者とパートナー企業である2次・3次産業者の共同出資による会社のうち、6次産業化法に基
づく認定を受けた会社に対して出資をしています。

当組合は地域の面的再生への積極的な参画として、地方公共団体や商工会、各種団体との連携により、取引先企業の経営支援を積極的に行っています。
なお、平成29年度における地域経済の活性化に関する取組実績は次のとおりです。

【取組実績】
水産加工業者28先に対し343百万円、素麺業者21先に対し126百万円、青果業者25先に対し295百万円の支援を行いました。

当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証債務整理の相談を受けた際に、真摯に対応す
る態勢を整備しています。経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等の状況を把握し、同ガイ
ドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。また、どのような改善を図れば経営者保証の解除の可能性が高まるかなど
を具体的に説明し、経営改善支援を行っています。

【「経営者保証に関するガイドライン」の取組み状況】

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組状況

「経営者保証に関するガイドライン」への対応

貸出先数区　　　　分
事　業　者 3,579

6,256

8

9,843

　設備資金 46,502百万円
運転資金 51,965 ″
（住宅ローン 10,722百万円）
（消費者ローン 6,223 ″ ）

個　　　　人
地方公共団体
合　　　　計

内　　　　訳

制度融資名
兵　庫　県　長期資金
兵　庫　県　短期資金

兵　庫　県　経営安定化資金

兵　庫　県　その他制度融資

神　戸　市　制度融資

その他市町　制度融資

合　　　　計

407
44

305

677

62

52

1,547

2,412
340

2,340

4,104

122

130

9,448

取扱件数（件） 貸出残高（百万円）（先） 貸出残高（百万円）
70,737

16,288

11,442

98,468

項　　　目 平成 28年度 平成 29年度
4件

0.12％
1件

0件

新規に無保証で融資した件数
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合
保証契約を解除した件数
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数
（当組合をメイン金融機関として実施したものに限る）

2件
0.06％
4件

0件
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当組合は、中小企業等協同組合法に基づく地域信用組合で兵庫県一円を営業地区とし、地域の中小企業・小規模事業者や住民が組合員
となってお互いに助け合い、発展していくという「相互扶助」を基本理念とする協同組織金融機関です。
中小企業・小規模事業者や住民一人ひとりの顔が見えるキメ細かな取引を基本としており、常に顧客（組合員）の事業の発展や生活の
質の向上に貢献するため、組合員の利益を第一に考えることを活動の基本としています。
また、地域社会の一員として当組合の経営資源を活用し、地域社会の生活の質や文化の向上に積極的に取り組んでいます。

当組合は、担保・保証に過度に依存することなく「経営者保証に関するガイドライン」に基づき誠実に対応し、また経営者以外の第三
者の個人的連帯保証人を求めないことを原則として、中小企業・小規模事業者や個人に対する円滑な資金供給を行い、地域経済の振興
と地域社会の発展に貢献できるよう努めています。

　

当組合は兵庫県中小企業団体中央会と連携し、経営相談事業やセミナーの開催等を通じて取引先の経営力向上のためのお手伝いをさせ
ていただいています。
◎ 経営相談事業

兵庫県中小企業団体中央会が運営している「しっかいや中央会」との連携により、コーディネーター（中小企業診断士など）が当組
合取引先へ訪問し、「しっかいや中央会移動相談会」と題する個別相談会を実施しています。この相談会は、販路開拓、人材育成、
新事業展開、助成金制度の活用など、様々な経営課題についてアドバイスさせていただくものです。なお、平成29年度は延べ31先
からの相談を承りました。

◎ セミナー等の開催
○「経営力向上セミナー」
　 平成 29 年 9 月 22 日に兵庫県中小企業団体中央会から講師（中小企業診断士・特定社会保険労務士）をお招きし、「経営力向上セ

ミナー」を開催しました。セミナーでは、①「業務改善助成金」や「キャリアアップ助成金」等の労働関係の助成メニューの紹介、
②平成 28 年 7 月よりスタートした中小企業等経営強化法に係る「経営力向上計画」に関して、施策の活用方法や申請のポイント
がテーマでした。

○「平成 29 年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募説明会
　 平成 30 年 3 月 19 日に兵庫県中小企業団体中央会から講師をお招きし、「平成 29 年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向

上支援補助金」の公募説明会を開催しました。本説明会は公募要領と申請書の記入方法等がテーマでした。

当組合は知的サービスの一環として、お客様のお役に立つ有益な情報を提供することに努めています。
◎ 淡陽ニュースの発行

取引先をはじめ地域の皆様の幸せと発展に寄与することを目的に、昭和60年5月以来、広報紙「淡陽ニュース」を各家庭ならびに事
業所向けに年4回（毎回約7千部）発行しています。掲載記事は、取引先や当組合のトピックス、商品のご案内、警察キャンペーンな
ど、バラエティーに富んだ興味あふれる内容となっています。

◎ 情報誌「ボン・ビバーン」の配布
平成11年4月に創刊された生活情報誌「ボン・ビバーン」を隔月で取引先の方へ配布しています。この情報誌は、一般社団法人全国
信用組合中央協会が監修するもので、小冊子でありながらも内容が大変充実していると好評を得ています。

地域に貢献する淡陽信用組合の経営姿勢

融資を通じた地域貢献

外部機関との連携による経営相談事業等

情報提供活動

地域貢献

貸出先数区　　　　分
事　業　者 3,579

6,256

8

9,843

　設備資金 46,502百万円
運転資金 51,965　″    
　（住宅ローン 10,722百万円）
　（消費者ローン 6,223　″  ）

個　　　　人
地方公共団体
合　　　　計

内　　　　訳

制度融資名
兵　庫　県　長期資金
兵　庫　県　短期資金

兵　庫　県　経営安定化資金

兵　庫　県　その他制度融資

神　戸　市　制度融資

その他市町　制度融資

合　　　　計

407
44

305

677

62

52

1,547

2,412
340

2,340

4,104

122

130

9,448

取扱件数（件） 貸出残高（百万円）（先） 貸出残高（百万円）
70,737

16,288

11,442

98,468

◎ 地方自治体の制度融資の取扱状況
当組合は、兵庫県や神戸市等の中小企業・小規模事業者向け
制度融資の取扱窓口に指定されています。なお、平成 30 年 3
月末現在の取扱件数及び貸出残高は次のとおりです。

　◎ 利用者区分別・使途別の状況
平成 30 年 3 月末現在の貸出先数及び貸出残高は、
次のとおりです。



− 31 −

◎ 淡陽信用組合年金友の会
「淡陽信用組合年金友の会」は、当組合で公的年金をお受取りになっている方々の親睦を図るため昭和 58 年 5 月に発足し、会員
の皆様には、お誕生日プレゼントの贈呈や観劇ツアー等へのご案内を毎年行っています。
なお、平成 29 年度における観劇ツアー等の開催は次のとおりでした。
・ 平成 29 年 6 月 27 日、大阪新歌舞伎座における「五木ひろし特別公演（坂本冬

美特別出演）」の観劇ツアーに、西はりまブロックの会員 160 名の方にご参加い
ただきました。

・ 平成 30 年 1 月 25 日、大阪新歌舞伎座における「神野美伽新春特別公演」の観
劇ツアーに、南あわじ市ブロックの会員 87 名の方にご参加いただきました。

・ 平成 30 年 2 月 20 日、大阪城ホールにおける「にっぽん演歌の夢祭り」の歌謡
コンサートツアーに洲本市ブロックの会員 92 名の方にご参加いただきました。
また、同日、大阪新歌舞伎座における「山内惠介特別公演」の観劇ツアーに淡
路市ブロックの会員 75 名の方にご参加いただきました。

◎ 淡陽会
「淡陽会」は、昭和 61 年 1 月に発足し、当組合のお客様同士がゴルフを通じて親睦を深める会です。地区ごとに組織されており、
毎年定期的にコンペを開催し、会員の皆様にゴルフプレーを楽しんでいただいています。
なお、平成 29 年度におけるゴルフコンペの開催は次のとおりでした。

　　　・淡陽会洲本地区によるコンペが平成29年6月29日、9月7日、12月13日、平成
30年3月14日に洲本ＧＣで開催され、延べ106名の会員の方にご参加いただきま
した。

　　　・淡路市淡陽会によるコンペが平成29年4月13日、7月13日、11月15日に淡路Ｃ
Ｃで開催され、延べ132名の会員の方にご参加いただきました。

　　　・南あわじ淡陽会によるコンペが平成29年4月5日、7月22日、11月1日に洲本Ｇ
Ｃで開催され、延べ160名の会員の方にご参加いただきました。

　　　・西はりま淡陽会によるコンペが平成29年9月13日に千草ＣＣで開催され、45名
の会員の方にご参加いただきました。

◎ 淡陽レディースクラブ
 「淡陽レディースクラブ」は、洲本市に在住する取引先のご婦人の親睦を図るため昭和 61 年 10 月に設立され、旅行や観劇、食
事会などの行事を行っています。
なお、平成 29 年度における活動状況は次のとおりでした。

　　　・平成29年7月4日、大阪新歌舞伎座において坂本冬美さんが特別出演する「五木
ひろし特別公演」の観劇と、その後の神戸メリケンパークオリエンタルホテル内
にあるテラスレストラン「サンタモニカの風」における夕食会に、24名の会員
の方にご参加いただきました。

　　　・平成29年11月22日、洲本市海岸通の「海月館」における総会兼夕食会に、20名
の会員の方にご参加いただきました。

　

当組合は、「夢あるくらしのパートナー」として人と人とのふれあいを大切にし、愛され親しまれ、地域と共に発展する信用組合を
目指して文化的・社会的貢献活動にも積極的に取り組んでいます。
なお、平成 29 年度における文化的・社会的貢献活動は以下のとおりです。
◎ 音楽祭に協賛 !

平成29年7月30日、淡路市志筑の「しづかホール」において、淡路吹奏楽連盟が「第39回淡路吹奏楽祭(兼第64回兵庫県吹奏楽
コンクール淡路地区予選)」を開催し、当組合が協賛しました。

◎ 地元のお祭りに参加！
�淡路島の夏祭りを代表する真夏の祭典「第 70 回淡路島まつり」が平成 29 年 8 月
4 日～ 6 日にかけて洲本市の市街地を中心に開催され、当組合の役職員約 100 名
が踊り大会に出場し、お祭りムードを盛り上げました。
また、平成 29 年 8 月 15 日に江戸時代後期の豪商である高田屋嘉兵衛の出身地（洲
本市五色町）において開催された「第 38 回高田屋嘉兵衛まつり」に当組合都志支
店の職員が参加し、地域の人々との結びつきを深めました。

地域貢献
お客様同士の親睦活動

文化的・社会的貢献活動

観劇ツアー

淡陽会ゴルフコンペ

淡陽レディースクラブ

淡路島まつり
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◎ 愛の献血運動に参加！
当組合は社会貢献活動の一環として、平成 14 年度から毎年 9 月 3 日の『しん
くみの日』前後に「しんくみの日週間献血運動」を実施しており、平成 29 年
度も約 90 名の役職員が愛の献血を行いました。また、当組合取引先の多数の
お客様にもご協力いただき、心からお礼申し上げます。

◎  「しんくみピーターパンカード」への取組み
「しんくみピーターパンカード」は、すべての子供達とその家族の心と身体の
健全な育成を支援するカードです。信用組合業界と信販会社が協力して実施
している寄付金活動であり、ピーターパンカードでショッピングすると、ご
利用額の 0.5％が各地の信用組合を通じて子供達の健全育成を支援する団体や
福祉施設に寄付されます（※カードご利用者に負担をおかけすることはあり
ません）。当組合は平成 14 年度からこの活動に取り組んでおり、平成 29 年
度は宍粟市山崎町の「兵庫県立　山の学校」に寄付金を贈呈しました。

◎ 講演会の開催
当組合は地域社会の繁栄と発展に寄与するため、昭和 53 年から毎年定期的に
外部の著名人を講師としてお招きし、様々なテーマに沿った講演会（「淡陽講
演会」）を開催しています。
平成 29 年度は、11 月 29 日にテレビ・ラジオ等でパーソナリティとしてご活
躍されている⻆淳一氏をお招きし、「笑って楽しく生きていく」と題して当組
合本店 5 階大ホールでご講演いただきました。

◎ 地域との連携
当組合は平成 28 年 6 月に姫路市と「成長分野ビジネスプラン事業化推進事業
に係る連携協力に関する覚書」を締結しています。この事業は、中小企業の成
長分野への参入を促進する取組みで、先端技術や次世代エネルギーなどの成長
分野に関する新製品・新技術の開発から販路開拓までを示したビジネスプラン
の事業化を支援するものです。
また、平成 28 年 11 月に洲本市、龍谷大学、PS 洲本㈱、淡路信用金庫との間
で「地域貢献型再生可能エネルギー事業の推進に関する協定」を締結していま
す。この事業は、地域の資源を活用して再生可能エネルギーを生み出し、事業で得られた利益を地域のために活用するという取組
みで、洲本市と龍谷大学が「域学連携事業」の一環として取り組んでいる「地域貢献型再生可能エネルギー事業」を支援しています。

◎ 高齢者支援に関する取組み
当組合は、地域で暮らす高齢者を見守り、緊急時の連携を密にするため、洲本市と「高齢者見守り事業に関する協定」を結んでい
ます。同事業では洲本市内の金融機関や生活協同組合コープこうべなど 8 事業者が提携しており、お客様の自宅を訪問した際などに、
認知証の兆候や異変に気づいた場合等は、市へ連絡することで地域の高齢者を守るものです。また、宍粟市とも同様の協定を結び、
高齢者支援に取り組んでいます。

◎ 振り込め詐欺防止に向けた取組み　～「振り込め詐欺」からお客様をお守りするために～
　○キャッシュカードによるお振込みの一部制限について

淡陽信用組合は振り込め詐欺被害を未然に防止するため、当組合キャッシュカードによる ATM を利用したお振込みについて、一
部のお客様を対象にご利用を制限させていただいております。対象となるお客様には大変ご不便をおかけしますが、お客様の大切
な預金を悪質な犯罪者からお守りする対応となりますので、何卒、ご理解いただくようお願い申し上げます。

◎清掃活動の実施
　 当組合の職員相互の親睦団体である「淡陽

しころ会」が、同会の行事として平成 29 年
11月 11日に店舗周辺の道路や公共施設の
清掃活動を実施しました。

 
 

利用制限の内容

 利用制限の対象となるお客様が限度額の変更をご希望される場合は、キャッシュカード、お届け印、本人
確認書類をご持参のうえ営業店窓口までお申し出下さい。

次の①と②の両方に該当するお客様
①70歳以上の個人のお客様
②過去3年以上、当組合のキャッシュカードによりATMを利用してお振込みをされていないお客様
※毎年3月31日時点の年齢、ご利用実績を確認し、上記の条件に該当するお客様を対象といたします。

対象となるお客様については、当組合キャッシュカードによるATMを利用したお振込みについて、1日あ
たりの限度額を1,000円とさせていただきます。
※キャッシュカードによるご入金やご出金は、従来どおりご利用いただけます。

対 象 と な る
お 　 客 　 様

限度額を変更
さ れ る 場 合

清掃活動

ピーターパンカード寄付金贈呈式

講演会

献血運動
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○洲本警察署から感謝状を受贈
高齢の女性への声かけにより、特殊詐欺被害を未然に防止したことに対して、
平成 30 年 3 月 20 日、洲本警察署から当組合本店営業部の波戸﨑正宏代理に
感謝状が贈られました。当組合は、今後も日頃の訓練を通じて職員の防犯意識
の向上に取り組んでまいります。
なお、お客様が高額のご出金やお振込をされる際などには、振り込め詐欺被害
防止のため、お使いみちなどを確認させていただくことがありますが、ご理解
の程、よろしくお願い申し上げます。

《苦情処理措置》
当組合は、お客様により一層ご満足いただけるよう本部に「お客様相談室」、営業店に「ご相談窓口」を設置し、お取引にかかる
苦情等（※）を受け付けていますので、お気軽にお申し出ください。
　（※） 苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるもの

をいいます。

◎ お客様相談室
窓　　口：淡陽信用組合　業務推進部
住　　所：洲本市栄町 1− 3 −17
電話番号：フリーダイヤル　0120 −17− 2616 ( 携帯電話からは 0799 − 25 − 2616 )
受付時間：午前 9 時～午後 5 時 ( 土・日曜日、祝日および当組合の休業日は除く )

なお、苦情対応等の手続きについては、当組合ホームページをご覧ください。
【ホームページアドレス　http：//www.danyo.co.jp】

保険業務に関する苦情は下記機関でも受け付けています。
一般社団法人生命保険協会　生命保険相談所 ( 電話番号：03 − 3286 − 2648 )
一般社団法人日本損害保険協会　そんぽ ADR センター ( 電話番号：0570 − 022808 )

《紛争解決措置》
弁護士による紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は上記「お客様相談室」または下記の「一般社
団法人全国信用組合中央協会しんくみ相談所」までお申し出ください。
また、お客様から下記の各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です（なお、下記東京・第一東京・第二東京弁護士会の
各仲裁センターは、東京都以外の各地のお客様もご利用いただけます）。

◎ 一般社団法人全国信用組合中央協会　しんくみ相談所
住　　所：〒 104 − 0031　東京都中央区京橋 1− 9 −1 ( 全国信用組合会館内 )
電話番号：03 − 3567− 2456
受付時間：午前 9 時～午後 5 時 ( 土・日曜日、祝日および協会の休業日は除く )

◎ 弁護士会
東京弁護士会　紛争解決センター ( 電話番号：03 − 3581 − 0031 )
第一東京弁護士会　仲裁センター ( 電話番号：03 − 3595 − 8588 )
第二東京弁護士会　仲裁センター ( 電話番号：03 − 3581 − 2249 )

仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申し立てについて、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域
で手続きを進める方法もあります。

①移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
②現地調停： 東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等

により、共同して解決に当たります。
※ 移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているわけではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター

等にご照会ください。

地域貢献

お客様からの苦情・相談等への対応

洲本警察署から感謝状を受贈


